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事務局 ： 大阪市福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課 

住 所 ： 

〒530－8201 

大阪市北区中之島 1－3－20 (大阪市役所６階) 

電 話 ： 06－6208－8081 

F A X ： 06－6202－6962 

E-Mail ： fa0025@city.osaka.lg.jp 

 

 

 

大阪市点訳奉仕員養成事業業務委託 

（長期継続） 

受託法人募集要項 
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 第 1章 募集の趣旨・概要                      

１ 募集の趣旨 

大阪市内に居住する視覚に障がいのある人への支援のため、点訳技術を習得した点訳 

奉仕員を養成することを目的とする。 

今般、受託者が持つ実績と専門知識及び指導のノウハウを活用し、この目的を達成する 

ため、民間事業者から広く企画提案を募集する。 

 

２ 業務内容 

点訳奉仕員養成業務（初級レベル） 

点字表記法・点字図書作成知識の習得 

※ 具体的内容については、別紙「大阪市点訳奉仕員養成事業業務委託仕様書」を参照 

すること。 

 

３ 業務実績（令和５年度実績） 

市内１ヵ所で実施 全 10回 ２クール（前期・後期） 

修了者 16名／受講者 18名 

 

４ 履行場所 

本業務を遂行するにあたり、業務運営事務所を本市内の住民の利便性に配慮し、アクセ 

 スしやすい場所に設置するとともに、電話、FAX及びパソコンを備えること。なお、設置 

 等に要する経費は、受託者の負担とする。 

また、養成講座の実施場所は、受講者の利便性を考え１ヵ所以上確保のうえ実施するこ 

 と。なお、実施場所の確保に係る経費は、委託料に含まれるものとする。 

 

５ 契約期間 

令和７年４月１日～令和 10年３月 31日 

  委託期間 ３年 

 

６ 契約の解除 

次に該当する場合、期間の満了を待たずに契約を解除する場合がある。なお、契約の解

除にあたっては、次期契約受託者に対して、円滑にかつ支障なく業務を実施できるよう、

速やかに引き継ぎなどを行うこと。 

(1) 正当な理由なく契約を履行しないとき又は履行の見込みがないとき。 

(2) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。 

(3) 契約の履行にあたり発注者の指示に従わないとき又は発注者の職務の執行を妨げた 

  とき。 



 

 

(4) 発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。 

(5) 監督官庁から営業許可の取り消し、停止等の処分を受けたとき。 

(6) 職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の規定に基づく調査に正当な理由な 

  く協力しないとき又は同条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないとき。 

(7) 前各号のほか契約事項に違反したとき。 

(8) 各年度予算が成立しなかったとき。 

(9) 法令や要綱等を遵守しなかったとき。 

(10) 適切、公正、中立かつ効率的に業務を実施しておらず、本市の是正指示に従わないとき。 

(11) 応募書類、必要書類等に虚偽の記載や改ざんが行われていることが判明したとき。 

(12) 契約締結後、当該契約の履行期間中に受注者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく

入札等除外措置を受けたとき。 

(13) その他、業務内容に重大な不正や契約違反があると本市が判断したとき。 

 

７ 受託者として果たすべき責務・運営にあたっての留意事項 

(1)  障がい者法定雇用率達成への取組 

障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対し、法定雇用率を達成する義務

が課されていることから、応募段階で法定雇用率を達成できていない場合は、障がい者

雇入れ計画に基づき、誠実に履行すること。 

(2)  人権研修の実施 

受注者は、従事者がさまざまな人権問題について正しい認識を持って業務を遂行す

るよう、適切な研修を実施すること。実施後、速やかに「人権問題研修実施報告書」を

提出すること。 

 (3)  個人情報の取扱い 

運営上、多くの個人情報を取り扱うこととなるため、次に掲げる事項を遵守しなけれ

ばならない。 

業務の実施にあたり、各業務の担当者が互いに情報を共有化し、その活用を図ること

が重要であることに鑑み、あらかじめ本人から個人情報を目的の範囲内で利用する旨

の了解を得ておくこと。 

同一法人であっても個人情報が他の職員に自由に閲覧できないよう適切に管理する

こと。 

個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律の趣旨を踏まえ、各条

項の規定を遵守し、厳重に取り扱い、その保護に遺漏のないよう十分に留意すること。 

(4)  苦情解決等 

苦情処理にあたっては、対応マニュアルの整備、責任者の明示など適切に体制を整備 

すること。 

(5)  緊急時等の連絡体制の整備 

受託者は、緊急時等に適切に対応するため、迅速な対応ができるよう連絡体制を整備 



 

 

すること。 

(6)  再委託の禁止及び公表 

ア 本業務委託契約書に規定する「主たる部分」とは、次に掲げるものをいい、受注

者はこれを再委託することはできない。 

（ア） 委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的

判断 

（イ） 仕様書「５ 業務内容」の全て 

イ 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業

務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。 

ウ 受注者は、前項ア、イに規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発

注者の承諾を得なければならない。なお、元請の契約金額が 1,000万円を超え契約

の一部を再委託しているものについては、再委託相手先、再委託内容、再委託金額

を公表する。 

エ 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定に基づき、契約の性質又は

目的が競争入札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務にお

いては、発注者は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委

託料の３分の１以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、

業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたとき、又は、コ

ンペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を選定したときは、この限りではな

い。 

オ 受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係

を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務

を実施しなければならない。なお、再委託の相手方は、大阪市競争入札参加停止措

置要綱に基づく停止措置期間中の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に

基づく入札等除外措置を受けている者であってはならない。 

（7） 障がいのある人への合理的配慮の提供 

受注者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65

号）に基づき、合理的配慮の提供が適切になされるよう、大阪市が定めた「大阪市にお

ける障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を踏まえた、従事者向け

の研修等を実施すること。実施後、速やかに「障がいを理由とする差別の解消の推進の

ための合理的配慮の提供に係る研修実施報告書」を提出すること。 

 

【参考法令】 

 ・身体障害者福祉法 （昭和 24年 12月 26日法律第 283号） 

  ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律 

  第 123号） 第 77条に基づく地域生活支援事業にかかる実施要綱 

 ・障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成 23年法律第 79 



 

 

  号) 

 ・個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号） 

  ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律第 65号） 

  ・障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35年法律第 123号） 

 

 第２章 委託料等について                   

１ 委託料額 

業務委託料の１か年度あたりの上限額は、下記「２ 委託料上限額」の予定である

が、本プロポーザルに係る企画提案において提出された「大阪市点訳奉仕員養成事業業務

委託（長期継続）収支計画書（様式 14）」に記載された合計金額以内とする（事業実施に

係る人件費及び物件費を含む。）。 

業務委託料の金額等は、令和７年度予算の編成過程で変更になる場合がある。また、

令和７年度の予算が成立しない場合、本プロポーザルに係る企画提案は無効とする。

加えて、令和８・９年度の各年度予算が成立しない場合、契約を解除することがある

（各年度予算が変更された場合は、受注者と協議の上、契約の一部を変更して契約を

締結する場合があり、原則として、受注者はこれに応じなくてはならない。）。 

 

２ 委託料上限額 

530,512円（税込）１年あたり 

1,591,536（税込）３年総額 

  ※消費税率は 10％ 

 

３ 委託料の支払い 

委託料の支払い方法については、受託者が確定後、本市と受託者が協議し契約書に定め

る。また、委託料の支払いについては、受託者の請求に基づき支払うこととする。 

 

４ 費用分担 

受託者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるものとし、本 

 市は、契約金額以外の費用を負担しない。 

 

５ 委託料の見積方法について 

委託料の見積については、１か年度あたりの経費について、様式 14 の「収支計画書」

に消費税及び地方消費税の税込額で記載をすること。この場合、契約上限額を超えること

はできない。（受託が決定した法人については、令和６年度中に、「収支計画書」の再提出

を求めることがある。） 

 



 

 

 第３章 応募について                     

１ 応募資格 

次の各号に定める内容をすべて満たす法人格を有する団体である場合、本プロポーザ

ルの応募に参加することができる。 

(1) 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及

び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。 

(3) 令和 4・5・6 年度本市入札参加資格者名簿に登録している者にあっては、参加申請

時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。 

(4) 令和 4・5・6 年度本市入札参加資格者名簿に登録されていない者については、参加

申請時において、連続して１年以上の営業実績のある者、かつ、納税義務者にあっては、

消費税及び地方消費税、市町村民税及び固定資産税を完納していること。 

 

２ 応募への参加について 

(1) 参加申請手続き 

ア 受付期間 令和６年 12月６日（金）から令和７年１月 15日（水）までの平日 

午前９時 30分から午後５時 00分まで（ただし、午後０時 15分から午 

後１時 00分までを除く。） 

イ 提出書類 別添「大阪市点訳奉仕員養成事業業務委託応募書類」のとおり 

ウ 提出部数 各正本１部、副本７部(複写可)  

               ※ 事業者選定会議委員が団体名等から受ける先入観を防止し、公平 

  な意見聴取とするため、副本のすべての提出資料から団体名・代 

  表者名をマスキング（匿名化）したうえで提出すること。 

エ 提出場所 福祉局障がい者施策部障がい福祉課 

(2) 質問の受付 

ア 受付期間 令和６年 12月６日（金）から令和６年 12月 17日（火）午後５時 30分まで 

イ 提出方法 別紙「質問票」に記載し、福祉局障がい者施策部障がい福祉課まで下記電

子メールアドレス又は FAX番号あてに質問すること。 

【メールアドレス：fa0025@city.osaka.lg.jp】 

【ＦＡＸ：０６－６２０２－６９６２】 

メールの件名は「大阪市点訳奉仕員養成業務委託に関する質問」とする

こと。（なお、ＦＡＸにて送信の場合は、必ず、事務局担当者に電話で

着信確認を行うこと。） 

ウ 回答   質問に対する回答は、全ての内容を取りまとめのうえ、令和６年 12月 

24日（火）に福祉局ホームページの「入札契約情報」に掲載する。ただ

し、質問がない場合は掲載しない。なお、質疑回答集は、募集要項等の

mailto:fa0025@city.osaka.lg.jp


 

 

追加又は修正事項とみなす。 

 

 第 4章 選定について                     

１ 選定基準 

審査は、次に示す観点から、総合的に公平かつ客観的な審査を行うものとする。 

 提案審査評価項目【選定委員１人あたり 100点】 

(1)  業務運営の基本方針が目的に沿ったものである【５点】 

(2)  経営について健全性・安定性がある【５点】 

(3)  同種事業での運営実績とその評価が適切である【５点】 

(4)   事業の趣旨を踏まえた講座を実施できる講師の確保と配置が可能である【10点】 

(5)   講師を含め障がいへの理解など十分な研修体制が整っている【５点】 

(6)   個人情報保護に対する体制が確立されている【５点】 

(7)   苦情解決に対する体制が確立されている【５点】 

(8)   実施場所など利用者の利便性を配慮している【５点】 

(9)   適切な実施計画のもと業務遂行できる【10点】 

(10) 業務の実施方法、進め方が客観的に見て具体化されている【15点】 

(11) 受講者の要求に対する柔軟な対応が可能である【10点】 

(12) 初級レベルから中級レベルに繋がる指導ができる【10点】 

(13) 綿密な積算と節減努力も踏まえた収支計画が立てられている【10点】 

 

２ 選定方法 

(1) 本企画提案の審査については、大阪市障がい者福祉関係業務委託受託事業者選定会

議が行い、その意見を受けて選定する。 

(2) 選定委員は、審査基準に沿って企画提案書の審査を行う。 

(3) プレゼンテーションの実施 

複数の法人の参加があるなど、企画提案書による審査が困難な場合に限り実施する

ものとし、開催日時、開催場所、内容・方法については応募締め切り後に法人に通知

する。 

(4) 審査の結果、評価点が最も高い法人が複数いる場合は、上記「１選定基準(10)業務

の実施方法、進め方が客観的に見て具体化されている」の評価点の高い法人から選定

し、本項目の評価点も同点の場合はくじ引きにより選定する。 

(5) 選定委員ごとの評価点数が 1 人でも 60 点に満たない場合は、選定委員の合議によ

り委託候補の適否を判断する。また、上記「１選定基準(10)業務の実施方法、進め方

が客観的に見て具体化されている」の選定委員ごとの評価点数が１人でも配点の６割

に満たない場合においても、選定委員の合議により委託候補の適否を判断する。 

 



 

 

３ 失格事由 

次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外する。 

(1) 選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること。 

(2) 他の参加者と企画提案の内容またはその意思について相談を行うこと。 

(3) 法人選定終了までの間に、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に開示する

こと。 

(4) 提出書類に虚偽の記載を行うこと。 

(5) その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

 

 第 5章 選定後について                       

１ 選定結果の通知及び公表 

評価結果及び選定結果は決定後速やかに、全ての参加者に通知し、また、本市ホームペ

ージに掲載する。 

 

２ 受託予定法人との協議・契約 

本市は、選定後、受託予定法人と細目を協議し、令和７年度予算案が市会で議決された

後、所定の手続を経て委託契約を締結する。 

なお、選定後の受託の辞退は原則として認めない。また、受託の辞退により本市に損害

が生じた場合は、その費用を請求する場合がある。 

 

３ 業務の引き継ぎ等 

令和７年４月１日から円滑に業務が開始できるようにするため、令和６年度中に現受

託法人から業務の引継ぎや準備等を行う必要があるため、受託予定法人となった場合に

は、速やかに事業所の開設準備に着手し、遅くとも令和７年２月中旬以降には現受託法人

からの業務引継ぎに対応できる体制を整えておくこと。 

業務引継ぎに際して発生する費用（不用品・書類等の廃棄費用など）について、本市は

追加支出を行わないので、あらかじめ費用を見込むこと。 

なお、受託予定法人の事情により業務の実施が出来なくなった場合においても、その準

備費用等について本市は補償しない。 

 

 第 6章 その他                           

 応募書類の取り扱い等 

(1) 企画提案書の作成に要する費用は、参加者の負担とする。 

(2) 採用された企画提案書は、「大阪市情報公開条例（平成 13年大阪市条例第３号）」に

基づき、非公開情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報



 

 

公開の対象となる。 

(3) すべての企画提案書は返却しない。 

(4) 提出された企画提案書は、審査・業者選定の用以外に応募者に無断で使用しない（大

阪市情報公開条例に基づく公開を除く。）。 

(5) 期限後の提出、差し替え等は認めない。 

(6) 参加申請後に大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置又は大阪市契約

関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた者の公募型プロポーザル

参加は無効とする。 

 

 第 7章 スケジュール（予定）                    

 令和６年 

 12月６日（金）  募集要項公示 

 12月６日（金）  質問受付期間 

   ～12月 17日（火） 

 令和７年 

 １月 15日（水）  企画提案書締切日 

 ２月３日（月）   選定会議の開催 

～２月 14日（金）     

 ２月中旬      選定結果の通知 

 ４月１日（火）～  委託契約締結、業務開始 

 

 第 8章 事務局（問い合わせ先)                 

住所 〒530－8201 大阪市北区中之島 1－3－20 

  大阪市 福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課 

電話 06－6208－8081 

FAX 06－6202－6962 

E-Mail fa0025@city.osaka.lg.jp 

担当 賀集 


